
宅内からの排⽔を公道内の公共下⽔
道に接続するために、各⼾に「桝」
を設ける必要があります。

市が建物1棟につき、公共汚⽔桝1個
（私道は、公道との接道箇所に
1個）を無料で設置します。

宅
地
が
公
道
に
面
し
た
方

宅
地
が
私
道
に
面
し
た
方

公共下水道本管

工事前
公共下水道本管

工事開始

公共下水道本管

供用開始(*)

家屋等事前調査の実施
（対象者）

万が⼀、⼯事に起因する損傷が⽣じ
た場合に対処するため、⼯事着⼿前
の家屋等の状況を確認する調査です。

・調査内容：ブロック塀や

家屋の現況確認。
（写真撮影等）

・訪 問 者：民間の調査会社
・調査期間：

5月下旬～7月末まで（予定）

・申請書の配布（投函）時期：
公共下水道工事期間中

・提 出 期 限：申請書に記載

※市川市指定排水設備工事業者
(別紙2)に設置場所と深さを相談
することをお勧めします。

下水道事業受益者
負担金の申告・納付

（全員）

下⽔道が整備されたことに
よる「利益を受ける⽅」に
公共下⽔道⼯事の費⽤の⼀
部を負担いただく制度です。

(*)公共下⽔道本管が使⽤可能になったこと。
市から供⽤開始前後に⽂書を投函します。

問合せ先︓下⽔道建設課
047-712-6362

問合せ先︓下⽔道経営課
047-712-6359

公共下水道工事から利用までの流れ（概要版）

・負担金額：
250円×土地の面積(㎡)

・申告書の送付時期：
供⽤開始の翌年4⽉

・私道の代表者の決定
・特定指定排水設備

工事業者の決定・契約

私道に設置される公共汚水桝の深さ
を特定指定排水設備工事業者
(別紙1)に相談することをお勧めします。

問合せ先︓河川・下⽔道管理課
047-712-6358

問合せ先︓下⽔道建設課
047-712-6362

公道

私
道

公共汚水桝設置位置
申請書の提出（対象者）

（
裏
面
に
続
く
）

1



宅
地
が
公
道
に
面
し
た
方

宅
地
が
私
道
に
面
し
た
方

公共下水道本管 供用開始(*)

（助成制度）
私道下水道工事 （対象者）

公道に⾯していない⽅は、公道に整備
した下⽔道本管と同じようなものを
私道に整備しなければなりません。

申請は契約している特定指定
排水設備工事業者(別紙1)と

協力して行ってください。

下水道使用料の納入
（下水道使用者）

・算定方法：
原則として、上水道の

使用水量に基づき算定

・請求方法：

水道料金と合わせて

千葉県企業局より請求

(*)供⽤開始とは、公共下⽔道本管が使⽤可能になったことです。
市から供⽤開始前後に⽂書を投函します。

問合せ先︓河川・下⽔道管理課
047-712-6358

・市川市指定排水設備工事
業者(別紙2)の決定・契約

してください。

※申請は市川市指定排水設備
工事業者(別紙2)と協力して

行ってください。

問合せ先︓下⽔道経営課
047-712-6482

問合せ先︓下⽔道経営課
047-712-6359

お待たせしました。
下⽔道が使えるよう
になりました！家屋から下⽔道までの配管⼯事

（接続⼯事）です。
⼯事は市川市指定排⽔設備⼯事業者
(別紙2)が⾏わなければなりません。

排⽔設備⼯事費⽤の無利⼦貸付制度
があります。

宅内から公共下水道への

接続工事（全員）

個⼈でつくる施設

公共下⽔道
本管

公共汚⽔桝

私道の下⽔道管の⼯事
費は助成されます
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公共下水道工事から利用までの流れ 

（詳細版） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共下水道事業説明（動画説明） 

     URL：https://www.city.ichikawa.lg.jp/gre07/0000452546.html 
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公共下水道事業について 

  ご家庭から出る汚水（トイレ、台所、風呂等からの排水）は宅内の配管を通り、各ご家庭で設置し

ている浄化槽（敷地内にある汚水を綺麗にする槽）で処理をしてから、道路上の側溝等に流されてい

ます。 

これが公共下水道に切り替わると、汚水は宅内の配管を通り、そのまま道路内の公共下水道管に流

れていきます。流れ出た汚水は終末処理場できれいな水に処理した後、河川や海へ排水しているため、

公共水域での水質汚濁を抑え、環境保全に役立っています。 

 

 

公共下水道事業の流れ（目次） 
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下水道配管イメージ図（分流地区） 

※分流：汚水と雨水を別々の管にて処理（汚水：汚水管へ、雨水：道路側溝等へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

公共汚水桝蓋（分流） 

・汚水だけを下水道管に流します。 

・雨水は側溝へ流します。 

公道内の公共汚水桝に接続する場

私道内の私設桝に接続する場合 
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（１）公共下水道工事について 【下水道建設課】 

◎家屋等事前調査について 

    家屋等事前調査は、万が一、工事に起因する損傷が生じた場合に対処するため、工事着手前の

家屋等の状況を確認させていただく調査であり、工事施工箇所に接する沿道の家屋等が対象とな

る場合があります。 

市川市では、本調査を民間の調査会社に委託しており、市の担当職員などを記載している「家

屋等事前調査のご案内」を調査会社より配布致します。 

   その後、調査会社の社員が各ご家庭に伺い、調査の日程調整をさせていただきます。 

   なお、建物を賃貸されている方には、建物所有者のご了解を得た上で調査会社が伺います。 

 

 

 

 

◎公共下水道工事について 

工事を施工する前に施工業者より、各ご家庭に「工事のご案内」と「公共汚水桝設置位置申請

書」を配布させていただきます。 

土地の所有者のみなさまは、公共汚水桝設置位置申請書を作成する際、事前に指定排水設備工

事業者（別紙参照）へ公共汚水桝の設置位置と深さをご相談の上、下水道建設課又は施工業者へ

提出をお願いします。 

  

 

※公共下水道工事を実施する前に支障となる水道管やガス管等を、事前に移動する工事を行う場合が

あります。 

 

◎家屋等事後調査について 

    事後調査は、事前調査で行った箇所の写真撮影等を再度させていただき、事前調査の結果と見

比べることで、工事に起因する損傷か否かを判断するものです。 

事後調査は申込制となり、関連工事（水道管やガス管を元に戻す工事等）を含むすべての工事が

完了した後に実施しますので、調査を希望される方は、下水道建設課へご連絡ください。 

 

（２）下水道事業受益者負担金について 【下水道経営課】 

  公共下水道が整備された区域は、整備されていない区域と比べ、台所や浴室からの排水・トイレか

らの汚水が直接下水道に排出され、悪臭や害虫の発生を防ぐこととなるなど利便性・快適性が向上し

ます。 

  このため、整備されていない区域との公平を保つため、公共下水道が整備された区域に土地を所有 

される方に下水道事業費の一部を負担していただく制度が「下水道事業受益者負担金制度」となりま

す。 

  下水道事業受益者負担金をご負担いただく対象の土地所有者等の方々へは、原則、公共下水道が供

用開始された年の翌年４月に、「下水道事業受益者申告書」をお送りします。申告書の内容をご確認

いただき申告してください。 

  受益者負担金額は、所有する土地の面積１㎡あたり２５０円を乗じて算出します。 

【算出方法】 例）土地 100 ㎡の場合  100 ㎡×250 円＝25,000 円 

調査期間：5 月下旬～7 月末まで（予定） 

調査内容：ブロック塀や家屋の現況を確認し、写真撮影等をさせていただきます。 

調査対象・範囲は工事内容や家屋等の状況により異なります。 

工事期間：８月上旬～翌年 2 月下旬まで（予定） 
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（３）私道下水道工事について 【河川・下水道管理課】 

基本事項 

私道内下水道管は下水道管利用者の財産です。 

工事、維持管理等は、下水道管の利用者が行うこととなります。 

 

助成制度 

私道の下水道管敷設工事は、原則それを利用する人達の負担で行います。しかし、工事には、多額の

費用が必要となります。 

そこで市川市では、一定の要件に該当した私道の工事について工事費の全額を予算の範囲内で助成し

ています。 

※申請時に既に予算が不足している場合、原則、次年度予算での工事となります。 

 

助成の要件 

 ① 以下の何れかに該当する私道であること。 

   a. 両端が公道に接した私道で、幅員 1.0m 以上で、公共性が高いこと。 

   b. 一端が公道に接した私道で、幅員 1.0m 以上で、利用戸数２戸以上であること。 

   c. a. b.にかかわらず、公益上私道に敷設することが有利であること。 

    ※宅地を通路に利用している場合等は助成対象外となることがあります。 

     河川・下水道管理課までお問合せいただければ、助成対象である私道であるか否かをお調べ

します。 

 

          公道                     公道 

 

          私                      私 

          道                      道 

          幅員                     幅員 

          １ｍ                     １ｍ 

          以上                     以上 

 

 

          公道 

 

 ② 私道所有者の承諾が得られること。 

 ③ 私道に敷設する下水道管を利用することとなる家屋の所有者が公共下水道を利用する意思があ

ること。 

 ④ 下水道を利用できるようになってから１年以内に申請を行うこと（市川市下水道条例施行規則第

21 条による）。 

⑤ 施工業者は、市川市特定指定排水設備工事業者であること。 

＊a．                     ＊b． 

家屋① 

家屋③ 

家屋⑤ 

家屋② 

家屋④ 

家屋⑥ 

利用戸数 2 戸以上 

家屋 

家屋 

家屋 

家屋 
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手続きの流れ 

 

 

関係する皆様で私道に下水道管敷設工事を行うことを相談して、窓口となる代表者 1 人を決め

るとともに、工事を依頼する特定指定排水設備工事業者（以下「業者」という。）を決めて契約

してください。 

市の行う公共下水道工事の際に、「公共汚水桝設置位置申請書」を配布させていただきます。

その頃に業者の決定・契約をすることを推奨しています。 

※1 業者は、別紙のリスト表より選定願います。私道下水道工事は全額助成になるため、複

数の業者に見積りを依頼する必要はございません。 

 

 

業者は皆様の協力を得て申請書類（確認申請、助成金の申請）を作成します。 

・確認申請  ： 下水道管の設計など 

・助成金の申請： 公図・土地登記簿謄本の入手、私道所有者が下水道管を敷設することを承

諾する署名・捺印、関係する皆様が下水道の利用を希望する署名・捺印な

ど 

※２ トラブルを避けるため、必ず書類の内容等を十分に確認した上で署名・捺印してくださ

い。 

※３ 汚水桝は原則として１棟１個のみ設置します。業者などと相談の上で桝の位置を決定し、

作成された設計図により間違いないことを確認してください。 

※４ 私道の入り口の家屋等、公道と私道の 2 つの道に面している家屋について、市川市によ

る下水道整備時に公設桝を設置される場合、私道への桝設置は助成対象外となりますの

でご注意ください。 

※５ 舗装につきましては、掘削範囲のみとなります。 

 

 

業者は市川市に申請書類を提出し、市川市は申請書類の審査を経て通知書を発行します。通知

書発行後、業者は工事を開始します。 

※６ 以下の申請期間内に提出されない場合は、助成対象外となるためご注意願います。 

   受付開始：下水道を利用できるようになった日 

   受付終了：下水道を利用できるようになった日から１年 

 

 

工事終了後に市川市が検査を行い、適切に税金がつかわれることを確認します。検査に合格す

れば、助成金を市川市が業者に払い込みます。 

なお、宅内排水設備工事の確認申請は、検査終了をもって受付できるようになります。 

※７ 「特定指定排水設備工事業者」と「指定排水設備工事業者」は異なります。 

   「特定指定排水設備工事業者」→宅内排水設備工事、及び私道下水道工事が可能。 

   「指定排水設備工事業者」→宅内排水設備工事が可能 

 

① 代表者の決定、市川市特定指定排水設備工事業者の決定・契約 

② 確認申請・助成金の申請書類の作成 

③ 確認申請・助成金の申請手続きと工事開始 

④ 検査・支払 
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（４）宅内から公共下水道への接続工事について 【下水道経営課】 

 ◎公共下水道の使用について 

  公共下水道が使用できるようになった日（供用開始日）から、市川市より順次「下水道への接

続のお願い」を投函いたします。 

 

 ◎公共下水道の接続義務について 

  建物の所有者は、供用開始日から遅滞なく（汲み取りからの改造切替えの場合 3 年以内に）

公共下水道への接続をすることが下水道法で義務づけられております。 

 

 

 

 

◎公共下水道への接続工事について 

 

 

 

 

 

宅内排水設備工事の手続き（申請） 

  公共下水道への接続が伴う排水設備工事を行う場合、市川市下水道条例に基づき≪申請手

続き≫が必要となります。※実際の申請は市川市指定排水設備工事業者が代行して行う場

合であっても、必ず内容を確認してください。 

 申請書類 建物所有者の名義で申請します。 

   ① 排水設備等新設等確認申請 

   ② 排水設備完成申請      

③ 下水道使用開始届 

申請書類の様式は、市のホームページに掲載しております。 

https://www.city.ichikawa.lg.jp/gre02/1111000032.html 

 

 排水管の配置図（完成図）や関連図面、打合せ記録は、必ず成果品としてもらいましょう。 

後日、修理が必要になったときに役に立ちます。 

 

 無届工事や市の基準の適していない工事の場合は、建物所有者（申請人）と排水設備工事業者 

に指導が入ることがあります。 

 

 

 

 

 

宅内排水設備は個人の財産です。 

契約や維持管理等は、個人が行うこととなります。 

市川市の指定を受けた指定排水設備工事業者（別紙）が接続の工事を行わなければ

なりません。 

※指定排水設備工事業者以外の者に工事を行わせた場合、行政処分の対象となる 

ことがありますので、十分にご注意願います。 
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手続きの流れ 

 

 

市川市指定排水設備工事業者名簿（別紙）より工事を依頼する業者を選定、見積を依頼して

ください。 

※1 必要に応じて見積もりを取り、1 社と契約を行いましょう。 

※2 業者名、担当者の名前をよく確認し、十分に打合せを行った上で見積もりを依頼してく

ださい。（見積費用は業者により異なります。） 

※3 見積金額と請求金額が異なる場合があります。（工事箇所に障害物があった場合等） 

その都度、十分に打合せを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川市指定排水設備工事業者を選択したら、後日のトラブルを避けるために工事の内容、費

用の内訳、支払方法、事後対応等の内容を十分に確認し、必ず契約者本人が署名を行ってくだ

さい。 

※4 工事請負契約の際、金額、工事工程、保証期間、排水設備の設置場所等について、十分

に検討して決めてください。複数の指定排水設備工事業者と契約してしまった場合、違

約金等のトラブル発生の原因となりますので、十分ご注意願います。 

 

  ・市川市は排水方法として「分流式」と「合流式」を採用しています。 

「分流式」：汚水は公共汚水桝、雨水は従来通り道路側溝等に接続します。 

「合流式」：汚水と雨水を 1 本の排水管にまとめて、公共汚水桝に接続します。 

       地域によって排水方法が異なりますので、工事対象家屋がどちらに該当しているか契約

業者に確認をしてください。 

 

 

宅内排水設備工事を行う場合、工事着手前に確認申請書を市川市へ提出し、確認を受けた計

画に基づき工事を行わなければなりません。 

契約した指定排水設備工事業者に確認申請書の作成や諸手続きを代行してもらうこともでき

ますが、トラブル等避けるため書類の内容等を十分に確認し、必ずご本人が署名を行ってくだ

さい。 

貸付制度を希望される方は、契約する際に指定排水設備工事業者へ申し出てください。 

工事着手後の貸付制度は受付できませんのでご了承ください。 

 

① 市川市指定排水設備工事業者の選定・見積依頼 

② 市川市指定排水設備工事業者との工事請負契約 

③ 確認申請書の申請手続き（貸付含む） 

【業者選別にあたっての確認ポイント】 
 ① 瑕疵担保・アフターサービスの有無 
 ② ⼯事箇所の確認（全配管交換するのか⼀部のみか） 
 ③ 仕上がりの状態（タイルやブロックを使⽤している部分の復旧等） 
 ④ ⼯事料⾦の内訳 
 ⑤ ⼯事⽇程（いつから作業が開始するか記載されているか） 
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市川市は確認申請の内容が法令などに適合しているか審査を行い、問題なければ確認通知書

を発行します。 

貸付制度を利用する場合も同様に、適合しているか審査を行い、問題なければ貸付決定通知

書を発行します。 

※5 市川市が発行する確認通知書は、指定排水設備工事業者から工事図面と併せて受取り、

大切に保管してください。後日、修理等で必要になることがあります。 

 

 

確認通知後、指定排水設備工事業者が施工いたします。なお、一般の家庭の場合の工事期間

は 3～5 日程度で、トイレや台所等が使えない期間は半日程度です。 

工事完了後 5 日以内に市川市に完成申請書及び下水道使用開始等届を届出し、完成検査申込

みを行います。（業者代行） 

 

 

指定排水設備工事業者の立会いのもと、工事が適切に行われているか完了検査を行います。

検査日については、指定排水設備工事業者に確認してください。 

合格すれば検査済証（シール）をお渡しします。 

※6 検査済証（シール）は、外から確認できる場所（郵便ポストや雨どい等）に貼っていた

だくか、ご自宅で大切に保管して下さい。 

 

 

 

※「既設の排水管、ます」を利用して接続工事を行う場合 

   下水道法や市川市下水道条例等の技術上の基準に適合している場合は、既設の排水管、ま

すを利用して工事することも可能です。既設の排水管、ますを利用することで価格を抑えられ

るメリットもありますが、トラブルの原因にもなりやすいため、市川市指定排水設備工事

業者に事前の確認を行ってください。 

＜トラブル事例＞ 

 既設の排水管が破損（勾配不良も含む）していたのに交換しなかったため、既設の排水管

に汚物が詰まって、汚水の流れが悪くなった。 

 雑排水と雨水管を切り分ける工事を行ったが、雨水管の配管を設けなかったため、雨天時、

敷地内に雨水が溜まってしまう。 

 既設の排水管が陶管やコンクリート管の場合、大きい地震があった場合に塩ビ管より壊れ

やすい。 

④ 確認通知（貸付決定通知） 

⑤ 工事着手、完成申請書並びに下水道使用開始等届の提出 

⑥ 完了検査・検査証発行 



- 9 - 
 

◎水洗便所改造資金貸付制度について（無利子） 

  公共下水道が整備された後、下水道へ接続するため、浄化槽からの切り替え工事や汲み取り便

所から水洗便所への改造にかかる費用は、工事をされる皆様のご負担となります。 

  市川市では、この費用負担を軽減するため、「水洗便所改造資金貸付制度」を設けております。 

  なお、貸付には下記の要件がありますので、ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎浄化槽使用廃止届について 

  下水道に接続して使用しなくなった浄化槽については、県に使用廃止届の提出が必要になりま

す。詳しくは、千葉県葛南地域振興事務所（047-424-8092）にお問い合わせください。 

 

 ◎浄化槽を利用した雨水貯留について 

  下水道に接続することで浄化槽が不要となりますが、不要となる浄化槽を雨水貯留施設に転

用できる場合があります。雨水貯留施設で貯めた雨水は、樹木や道路の散水などに利用するこ

とができます。 

  なお、雨水貯留施設を設置することについては助成金制度があります。詳しくは、河川・下

水道管理課 雨水施設グループ（047-712-6361）にお問い合わせください。 

 

 

貸付要件︓ 
①公共下⽔道が使える地域の家屋所有者、⼜は、所有者の同意を得た家屋の賃借⼈ 
②市税と下⽔道事業受益者負担⾦（分担⾦を含む）を完納している者（納期限が到達しているものが対象） 
③貸付⾦を償還する資⼒を有する者 
④連帯保証⼈（市区町村⺠税を完納している、かつ、貸付⾦を償還する資⼒を有する者）を有する者 

貸付の対象 金額 利息 返済期間 

汲み取り便所の改造 1 棟 40 万円以内 なし 50 ヶ月以内 

上記以外の接続工事 1 棟 30 万円以内 なし 40 ヶ月以内 

共同住宅に係る工事 １棟 80 万円以内 なし 80 ヶ月以内 
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（５）下水道使用料について 【下水道経営課】 

  ご家庭や工場などから排水される汚水は、終末処理場に集められ、きれいな水に処理をし、河川や海

に放流しています。 

  これらの汚水を処理するために必要な処理場の運転費や、下水道管の修繕・清掃等を行うための費用

として、公共下水道を使用されている方々にご負担いただくのが「下水道使用料」となります。 

  下水道使用料は、ご自宅の下水道の接続工事が完了した日から、千葉県企業局が検針した上水道の使

用水量や井戸水等の使用水量に基づき算定した金額を、２か月ごとに納入していただきます。 

  なお、市川市では、下水道使用料に関する徴収事務を千葉県企業局へ委託をしておりますので、下水

道使用料の納入通知書は、水道料金と合わせて千葉県企業局から発送いたします。 

※下水道の使用開始等届の提出時期により、初回のみ水道料金と下水道使用料が分かれている納

入通知書が郵送される場合がございますが、請求内容自体には相違ございません。 

 

◎下水道使用料の納付方法 

 ・納入通知書（請求書）でのお支払い 

（金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、スマホ決済サービス、水道事務所・支所でお支

払いください。） 

 ・口座振替 

 ・クレジットカード 

 

◎下水道使用料の目安 （2 か月分・税込） 

 ・２０㎥ 以下 ：２，０３４円 

 ・３０㎥    ：３，６５２円 

 ・４０㎥    ：５，２６８円 

（実際の使用水量は、千葉県企業局から届く「使用水量のお知らせ」等でご確認いただけます。） 

 

下水道使用料のホームページはこちらです。 

https://www.city.ichikawa.lg.jp/gre07/111000024.html 
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皆様の⼿続きが必要なもの 問い合わせ先 
 

 
⼿続きが 
必要な⽅ 

主 な 内 容 問い合わせ先 

公共下⽔道⼯事 
(公共汚⽔桝設置位置) 

【3 ページ】 

⼟地 
所有者 

市による⼯事案内の後、指定業者（※1）や特定
業者(※2）（私道下⽔道⼯事する場合）に相談
の上で、公共汚⽔桝の設置位置と深さを申請し、 
確定する。 

下⽔道建設課 
下⽔道・補償グループ 

047-712-6362 

受益者負担⾦ 
申告・納付 
【3 ページ】 

⼟地 
所有者 

公共下⽔道の供⽤開始年度の次年度以降に 
受益者負担⾦を納付する。 

下⽔道経営課 
業務グループ 

047-712-6359 

私道下⽔道⼯事 
【4、5 ページ】 

建物・⼟地 
所有者 

私道沿いの家屋が下⽔道を利⽤できるようにするため
に、公共下⽔道⼯事完了後、私道内に下⽔道管を
敷設する⼯事を⾏う。 

河川・下⽔道管理課 
下⽔道施設グループ 
047-712-6358 

宅内排⽔設備⼯事 
【6 から 10 ページ】 

建物 
所有者 

下⽔道⼯事完了後、指定業者に⾒積りを依頼、 
内容を確認の上で、納得した 1 社と契約する。 
(浄化槽⼜は汲取りからの改造⼯事) 

下⽔道経営課 
⽔洗普及グループ 
047-712-6482 

下⽔道使⽤料 
納⼊ 

【11 ページ】 

下⽔道 
使⽤者 

宅内排⽔設備⼯事終了後、下⽔道の使⽤開始に
伴い、下⽔道使⽤料を納付する。 

下⽔道経営課 
業務グループ 

047-712-6359 

 

※１ 指定業者とは︓指定排⽔設備⼯事業者（指定業者）は、営業所ごとに、排⽔設備⼯事責任技術者（千葉
県下⽔道協会が実施する責任技術者認定試験に合格し、千葉県下⽔道協会に登録された
者をいう。）を専属している業者であり市川市下⽔道条例第 10 条の規定により排⽔設備等
の新設等の⼯事を⾏う者のこと。 

 
※２ 特定業者とは︓特定指定排⽔設備⼯事業者（特定業者）は、市川市下⽔道条例施⾏規則第 19 条の規

定により、上記の指定業者のうち市内に本店を有する法⼈であり、建設⼯事に係る⼊札参加
者適格者名簿に登載されている者で申請⼟⽊⼀式⼯事⼜は管⼯事であるものとして登載さ
れている者のこと。 
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よくある質問 

 

Q 浄化槽から下水道へ切り替える利点は？ 

A 浄化槽を廃止した場合、定期的な清掃や点検がほぼ不要になります。また、汚水がそのまま道路内の

下水管を通り、処理場できれいな水に処理することによる環境衛生面の向上などがあります。 

 

Q 下水道への接続は必ずしなければいけないのか 

A 公共下水道の供用が開始されると、建物の所有者は遅滞なく（汲み取りからの改造切替は 3 年以内）

接続をすることが下水道法で義務づけられています。 

 

Q 公共汚水桝設置位置申請書を出さなかった場合はどうなるのか 

A 建物がある場合は、市で想定した位置に設置をすることもあります。その際は、敷地内に立ち入らず

道路からの外見での判断になりますので、現状の家の造りや配管等は考慮しません。また、施工後の

変更は一切できません。また、公共汚水桝設置位置申請書を提出しない、もしくは公共汚水桝を設置

しない場合でも受益者負担金はかかります。加えて、施工後に公共汚水桝が必要になった際の設置費

用は自費となります。 

 

Q 公共汚水桝の設置位置が決められない 

A 「市川市指定排水設備工事業者」に相談して決めることを推奨しております。 

  公共汚水桝の設置位置を相談、敷地内の掘り方などを事前に調査することで、接続工事の作業内容や

金額などを考慮した公共汚水桝の位置に選定することができます。 

 

Q 個人が負担する費用は何があるか 

A 宅内から公共下水道への接続工事費、下水道使用料、受益者負担金が必要となります。 

 

Q 接続工事の費用はいくらぐらいか 

A 土地の利用状況や配管の延長、浄化槽の種類（単独又は合併）、コンクリート舗装の有無等、宅内工事

内容に応じて金額は大きく変わりますので、必ず複数の指定業者から見積を取った上で契約を行うよ

うにして下さい。 

 

Q 接続工事の助成金はないのか 

A 助成金の制度はなく、無利子の貸付制度のみとなります。 

 

Q 配布資料で確認できるもの以外で、家の前の道路が助成対象の私道かどうかわからない 

A 河川・下水道管理課までお問い合わせください。現地調査等させていただいた上で回答させていただ

きます。 

 

Q 自宅から公共下水道へ接続していないが、受益者負担金は払わなくてはいけないか。 

A 公共下水道への接続の有無にかかわらず、受益者負担金をお支払いいただく必要がございます。 
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